
広報いばせき 

ロール紙・洗車タオルは組合へ   平成２４年度第４号  ＬＥＤ照明レンタルは組合へ  

       平成 25 年 1 月 9 日発行 

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

≪地下タンク環境保全対策緊急促進事業（FRP ﾗｲﾆﾝｸﾞ・電気防食等）補助金の受付開始≫ 

◎受付スケジュールと予算 

流出事故防止対策 

期 限 日 

事前申請の 

受付期間 

交付申請（本申請）の 

受付期間 

予算額 

平成 25年 2月 1日～ 

       5月 31日 

事前申請不要 平成 25年 1月 9日～ 

3月 27日（組合必着） 

 

 

 

85.9億円 

 

 

 

 

平成 25年月 6月 1日以降 

 

平成 25年 1月 9日～ 

       3月 27日 

      （組合必着） 

【第 1回目】 

平成 25年 4月 1日～ 

4月 20日（組合必着） 

【第 2回目以降】未定 

【申請に係る留意点】 

１． 補助の対象となる地下タンクは、平成 25年 2月 1日以降に消防法に基づく石油製品の流出事故防止対策と

して、ＦＲＰライニング工事・電気防食工事・精密油面計設置が義務付けられる地下タンクです。なお、平成

25年 1月 31日までに流出事故防止対策が必要であった地下タンクは、対象外です。 

２． ＦＲＰライニング工事、電気防食システム設置工事、精密油面計設置工事に係る石油協会からの本事業と

は別の補助金をすでに受給した（これから受給することとなっているものを含む）地下タンクは、本事業の対象

とはなりません。 

３． 交付申請（本申請）の各受付期間終了後に、予算の範囲内で順次交付決定を行い、予算を超える申請があ

った時点で、本申請の受付を終了します。 

① 事前申請自体は、補助金交付を保証するものではありません。交付申請（本申請）時点で予算を消化してい

る場合には、補助金交付はできません。 

② 予算を超える申請があった場合、その受付期間中の申請者を対象に予算の範囲で、按分して交付決定します。 

※詳細につきましては、社団法人全国石油協会のホームページ（http://wwwsekiyu.or.jp）をご覧いただくか、

組合事務局（担当：井上）ＴＥＬ０２９－２２４－２４２１までお問合せください。 

 

「緊急時石油製品供給安定化対策事業」アンケートの実施について 

標記事業により災害等緊急時において緊急車両をはじめ、地域住民に対して石油製品の安定供給を確保すため、そ

の地域の最適な行動計画を作成することとなり、行動計画書の参考とする為組合員の皆様へアンケートを実施致し

ます。アンケートは「緊急時石油製品安定供給アンケート事務局」より１月中旬頃直接ご郵送にて届きますので、

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

「不法投棄監視中」ステッカー配布について 

昨月１２月２１日茨城県と「産業廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」を締結致し、広報いばせき３号、組合

ホームページにて周知させて頂きました。そこで今回組合員の皆様へ標記ステッカー(不法投棄監視中)を１ＳＳに

つき１枚をお送り致しますので、灯油等の配達車両等に貼付する等ご活用くださるようよろしくお願い致します。

又、複数枚ご希望の方は組合事務局(029-224-2421)までご連絡下さい。(担当：笹沼) 

不法投棄についての通報は、県の不法投棄１１０番(0120-536-380)までお願いします。 


